
法務省の人権擁護機関によるこどもの人権問題に関する取組

・「いじめ」や体罰、虐待といったこどもをめぐる様々な
人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話

・電話は、最寄りの法務局につながり、法務局職員又
は人権擁護委員が相談に応じ、こどもが相談しやすい
体制を整備

こどもの人権110番(全国共通・通話料無料)

・被害申告があった場合には、人権侵犯事件として調査の上、事案に応じた救済措置を講ずる。

こどもの人権ＳＯＳミニレター（便箋兼封筒）
・全国の小中学校の児童・生徒を対象に、便箋兼封筒付きのミニレターを配布し、
法務局職員又は人権擁護委員が返信

こどもの人権ＳＯＳ-eメール（インターネット人権相談）
・パソコン、スマートフォンなどからインターネットを利用して、いつでも人権相談す
ることができ、後日、最寄りの法務局からメール、電話又は面談により回答

人権相談
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・こどもが利用しやすい相談体制の整備に向けて、ＬＩＮ
Ｅや、ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末等からの
人権相談を実施

チャット人権相談（ＬＩＮＥじんけん相談、こど
もの人権ＳＯＳチャット）

「こどもの人権相談」強化週間
・こどもの人権１１０番及びＬＩＮＥじ
んけん相談においては、人権相談
活動を強化することを目的として、
全国一斉「こどもの人権相談」強化
週間を実施。

・平日の相談受付時間を延長する
とともに、土・日曜日も相談に応じ
ている （令和６年度は、令和６年８
月２１日（水）～同月２７日（火）に実
施）。

第64回青少年インターネット環境の整備等に関する検討会
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インターネット上の誹謗中傷に係る人権啓発活動

人権教室の実施

・インターネット上の人権侵害をテー
マとした人権教室を全国各地で実施
・取組の一環として、携帯電話会社と
連携・協力し、スマートフォン等の
安全な利用について学ぶための人権
教室を実施

ＳＮＳ・インターネット広告

・公式SNS・インターネット広告を用いて、インターネット
上で誹謗中傷を行わないよう呼びかけるとともに、
人権相談窓口を周知

啓発冊子等の配布・配信

啓発冊子
「あなたは、
大丈夫？考え
よう！イン
ターネットと
人権(四訂版)」

啓発動画
「あなたは、大
丈夫？考えよ
う！インター
ネットと人権 」

啓発動画
「『誰か』のこと じゃない。」
インターネット編

児童生徒やその保護者を対象とした啓発冊子の配布や啓発
動画の配信

・ プラットフォーマーとタイアップ
してSNS利用に関する人権啓発サ
イトを開設

SNS事業者と連携した人権啓発活動

・ 「#No Heart No SNS」をス
ローガンとした SNS利用に関
する人権啓発サイト（https://
no-heart-no-sns.smaj.or.jp
/） を開設

啓発動画
「インターネットはヒトを傷つける
モノじゃない。」（全４編）
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